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Ⅰ 定期募集の日程                

募集月 
窓口または郵送による申込受付期間 

（受付期間内に必着） 
抽選日 

５月募集 
募集開始日～５月30日 

入居指定日：８月１日 
６月上旬ごろ 

８月募集 
募集開始日～８月末日 

入居指定日：11月４日 
９月上旬ごろ 

11月募集 
募集開始日～11月末日 

入居指定日：２月２日 
12月上旬ごろ 

２月募集 
募集開始日～２月28日 

入居指定日：５月１日 
３月上旬ごろ 

 

（注意）・募集開始日とは、募集月の５日又は５日が土日祝日の場合は翌開庁日とします。 

・申込みは「市営住宅入居申込書」に必要事項を記入し、必要書類があれば添付 

     して住宅政策課に提出してください。 

       ・提出された「市営住宅入居申込書」等は、返還できません。 

       ・入居申込みできる団地は市内で、１世帯あたり１団地です。 

       ・申込み後には、希望する団地その他記載事項の変更はできません。 

       ・抽選の結果、当選されても、本審査で必要書類を精査し、入居資格がないこと 

     が判明した場合は、入居できません。 

    ・前回募集で当選し、辞退した方は申込みできません。 

    ・募集を行う団地・戸数は、「広報すずか（募集月の５日号）」と募集開始日に住宅政

策課、鈴鹿市ウェブサイト（http://www.city.suzuka.lg.jp）、本館１・10階エレベ

ーター前の掲示にて発表します。 

    ・郵送の場合は、受付期間内に到着したもののみ有効とし、期間外の郵送は受付いたし

ません。 

    ・詳細は、住宅政策課にお問い合わせください。 
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１ 申込みから抽選まで 

 

 
申 込 む 方 

 提 出 

 または 

 郵 送 

申 込 受 付 

（5/7～5/30） 

申込受付期間内に到着したもののみ受

付します。 

抽選会の開催通知 

（6 月初旬） 

公開抽選会 
（6/6 9：00～12：00）（予定） 

 市営住宅抽選会の開催通知書で日時・会場を

連絡します。 

※欠席・遅刻された場合は失格としますので、あ

らかじめご了承ください。 

仮当選者の決定 

  

申込書不備等 

 

再受付手続き 
申込書不備の理由を連絡します。 

指定期間内に申込書不備を改善されな

かった場合は失格となります。 

失 格 

 抽選に参加できません。 

【申込受付における 

ご了解及び注意事項】 

①申込書の記入事項について電話でおたず

ねする場合がありますので、必ず電話番号

（連絡のとれる番号）を記入してください。 

②申込書提出・投函後に入居希望住宅・抽選

及び申込区分等の記載内容の変更・訂正は

一切できません。 

Ⅱ 申込みから入居までの流れ 

合 格 
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２ 仮当選から入居まで 

 

 

仮当選された方 

部屋決め・入居資格本審査の説明会（6/6 抽選会後） 
入居資格本審査の必要書類等をご説明します。 

本審査・書類受付   
  住民票・所得証明書・連帯保証人等の 

必要書類を提出していただきます。 

入居資格本審査 
 提出いただいた書類により、入居資格の

有無を審査します。 

再受付手続き 
不足書類等について再度提出を求めます。 

指定期間内に提出されなかった場合は失格と

なります。 

入居の説明・部屋見学（7月中～下旬） 
入居に際し必要な説明をいたします。 

契約書等の必要書類の提出・敷金の支払いをしていただきます。 

※部屋については、入居前に修繕を行っていますが、 

経年劣化となる部分（汚れ、カビ、さび等）については、現状渡しとなりますので、ご了承ください。 

 

鍵渡し・入居（8/1） 
市営住宅の鍵をお渡しします。 

失 格 

入居できません。 
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Ⅲ 申込み資格 
市営住宅に入居申込みをするには、次の１～８の条件を受付期間最終日までに全て備え

ていることが必要です。 

※申込者が入居名義人となります。なお、申込書提出後に申込者（入居名義人）を変

更することはできません。 

 

１ 鈴鹿市内に住所又は勤務場所があること。 
  申込者が鈴鹿市内に住所又は勤務場所がない場合は申込みできません。 

 

２ 住宅に困窮していることが明らかなこと。 
  申込者及びその同居予定者に持ち家（共有持分を含みます。）のあるときは申込みで 

きません。（売買契約書等に記載された持ち家明け渡し期日が入居指定日から１か月以内

であり、かつ、入居指定日から３か月以内に登記が完了できる方は申込みできます。） 

 

３ 現に同居し、又は同居しようとする３親等以内の親族（予定を
含む）があること。 

（1）婚約者と申込むことができます。（入居指定日から３か月以内に入籍し、夫婦共に

同居できる者に限ります。） 

（2）内縁関係の妻（夫）と申込むことができます。（住民票に「未届の妻（夫）」と記

載されており、それぞれ戸籍上に配偶者のないことが確認できる者に限ります。） 

（3） 同性パートナーなどと申込むことができます。（三重県が発行したパートナーシッ

プ宣誓書受領証等でパートナーシップ関係を確認できる者に限ります。申込みの際に

はパートナーシップ関係を確認できる書類の提出が必要です。） 

（4）次の場合は申込みできません。 

ア 入居指定日から１０日以内に入居申込書記載の「同居者」全員が入居できる見込み

がないとき。 

イ 配偶者があるが同居しないとき。（例えば、離婚する予定であっても受付期間最終

日において、離婚が成立していなければなりません。） 

ウ 税法上扶養関係がない親族等で構成された世帯、不自然に家族を分割する世帯及び

不自然な寄り合い世帯（例えば、他の人に扶養義務のある親族、祖父母と扶養関係

のない孫、おじ、おば、甥、姪等との申込みはできません。）のとき。  

※ 申込書提出後、入居決定日までに申込者及び同居者の変更があるときは、その

申込みは無効となります。（ただし、出生・死亡の場合による同居親族の変更の

場合は有効ですが、婚約解消又は同居親族の死亡により単身となる場合は、無効

となります。）  

（5）未成年者の申込みはできません。 

（6）例外的に単身で入居の申込みができる方は次のとおりです。（なお、単身入居可能

住戸は一部に限ります。） 

※下記ア～クに該当する場合、ア～クを証明できるものの写し等を添付してくださ

い。 

ア ６０歳以上の者 

イ 身体障がい者（１級から４級までの身体障害者手帳を所持している者） 

ウ 精神障がい者（１級から３級までの精神障害者保健福祉手帳を所持している者） 

エ 知的障がい者（療育手帳を所持している者） 
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オ ＤＶ被害者（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による（一

時）保護終了後５年以内の者及び同法による裁判所の命令発効から５年以内の者） 

カ 生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付

対象者 

キ 戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引揚者 

ク ハンセン病療養所入所者 

また、常時の介護を必要とする場合は、居宅においてその介護を常に受けられること

が条件になります。 

 

４ 収入が鈴鹿市市営住宅条例に定める基準の範囲内であること。 

  次の計算による金額が 158,000円以下であること。 

｛所得金額－（本人以外の同居親族数×380,000＋特別控除）｝÷１２ 

 

 

 

 

 

      世帯全員の所得の合算額 

      非課税所得（生活保護、失業保険、遺族年金、 

      福祉年金等）、退職金、一時所得は含みません。 

 

             

・世帯主又は同居者及び別居扶養親族が次の項目に該当する場合、それぞれの金額 

             満 70 歳以上の同一生計配偶者、同扶養親族・・10 万円 

             16 歳以上 23 歳未満の扶養親族・・・・・・・・25 万円 

              障がい者 

所得税法上の特別障害者に該当する者・・・40 万円 

                所得税法上の障害者に該当する者・・・・・27 万円 

     ・世帯主又は同居者が次の項目に該当する場合（本人控除）、それぞれの金額 

所得税法上の寡婦に該当する者・・・・・・・・・27 万円 

所得税法上のひとり親に該当する者・・・・・・・35 万円 

・入居者又は同居者に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者がある場

合、その者一人につき 10 万円（ただし、その者の給与所得又は公的年金等に係

る雑所得の合計額が 10 万円未満である場合は、当該合計額を控除する。） 

 

○ なお、入居者の中に下記の者がいる場合は裁量世帯として上記の計算による金額

が２１４，０００円以下であれば収入基準適合とします。 

      (1)身体障がい者（１級から４級までの身体障害者手帳を所持している者） 

      (2)精神障がい者（障がいの程度が１級又は２級の状態にある者又はその精神障害者

保健福祉手帳所持者） 

      (3)知的障がい者（障がいの程度が最重度、重度、中度の状態にある者又はその療育

手帳所持者） 

      (4)戦傷病者（障がいの程度が恩給法別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで      

又は別表第１号表ノ３の第１款症の状態にある者） 

      (5)原子爆弾被爆者（厚生労働大臣より「医療の給付」の認定を受けている者） 

別居の扶養親族があれ

ば加算します。 

≦１５８，０００円 

 

裁量世帯の場合は 

２１４，０００円 
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      (6)海外からの引揚者（引き揚げてから５年を経過していない者） 

(7)ハンセン病療養所入所者等 

(8)入居者全員が６０歳以上又は６０歳以上の者と１８歳未満の者のみで構成され 

  た世帯 

(9)小学校就学の始期に達するまでの同居者 

 

５ 市営住宅に入居していた者は現に家賃を滞納していないこと。 
  過去において市営住宅に入居していた者で、現に家賃を滞納している方は申込できま

せん。 

該当する方が入居の申込みをしようとするときは、申込時点までに、滞納及び支払を 

免れた金額を全額納入（弁済）していただく必要があります。 

 

６ 申込者及び同居予定者が市営住宅の明渡し請求を受けていない 
こと。 
申込者又はその同居予定者が、過去に市営住宅に入居し、住宅の明渡し請求を受けて

いる場合は申込みできません。 

 

７ 市税を滞納していないこと。 
  申込者又はその同居予定者が、市税を滞納している場合は申込みできません。 

 

８ 申込者又は同居予定者が暴力団員でないこと。 
  申込者又はその同居予定者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員である場合は、申込みできませ

ん。 

 
 
【注意】入居契約時には連帯保証人を１人立てる必要があります。 
  連帯保証人は、独立の生計を営み確実な保証能力のある者で、｢鈴鹿市内に住所又は

勤務場所のある者｣又は「申込者の親族（日本国内に居住し、書類で証明できるこ

と。）」とします。 

  確実な保証能力のある者とは、次のいずれかに該当するものとします。 

 (1) 年間の総所得が１２４万８千円を超える者。 

ただし、年間の総収入に公的年金収入を含む場合は、総所得から公的年金所得を控

除した額に、公的年金収入に０．６５７を乗じた額を加算した合計額が１２４万８

千円を超える者を含みます。（遺族年金等の非課税年金は所得に含まれません。） 

 (2) 消費税を適正に納付している個人事業者 

 (3) 年間１０万円以上の固定資産税（都市計画税を含む。）を適正に納付している者 

※１ 連帯保証人がいなくても入居できる場合がありますので、住宅政策課にご相談く

ださい。 

※２ 連帯保証人は、入居者が家賃を滞納したり法令に違反した場合は、入居者ととも

に、あるいは入居者に代わって法律上の責任を負わなければなりません。連帯保証人

になっていただく方にはその旨を十分に説明しておいてください。 

※３ 連帯保証人は、連帯保証する名義人の入居指定日が属する年度の住宅の家賃の額

の３０月分に相当する額を限度額とし、連帯保証債務を負うこととなります。 

※４ 連帯保証人は、公営住宅に入居していない者でなければなりません。 
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Ⅳ 資格の喪失 

    次の場合は入居決定後であっても入居資格を失いますのでご承知おきください。 

 １ 入居決定後、申込資格がないことが判明した場合 

２ 入居決定後、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合 

 ３ 入居決定後、二重申込み又は虚偽の申込みをしたことが判明した場合 

 ４  入居決定後、入居指定日までに同居親族の死亡により単身者となった場合 

  ５ 入居決定後生じた住所、連絡場所等の変更について連絡がなかった場合 

 ６ 指定された期日までに敷金の納付及び入居手続きを完了しなかった場合 

 ７ 現に公営住宅に入居中の場合 

 ８ 契約書の規定を守っていないことが判明した場合 

 

Ⅴ 優先対象者 

 抽選は、番号の書かれた玉を抽出する抽選器を用いて行いますが、その際、優先対象者

には、２回抽選器を回していただきます。 

 優先対象者の方は資格を証する書面を必ず添付して下さい。これがない場合は、一般 

扱いとなります。 

 

区分 世帯の内容 証明書等 発行者・発行先 

①ひとり親世

帯 

 

20 歳未満の子と生計を

一にしている配偶者の

ない者で構成された世

帯 

 

（離婚が成立していな

くても DV<ドメスティ

ックバイオレンス>によ

り事実上婚姻関係が破

綻している場合は、母

子・父子世帯とみなし

ます。） 

児童扶養手当証書の写し 

戸籍全部事項証明書（謄本） 

独身証明書 

 

（保護命令の発効通知、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律

の規定に該当することの証明） 

市役所、町役場

等 

 

（地方裁判所、

三重県女性相談

支援センター、

三重県配偶者暴

力相談支援セン

ター） 

②高齢者世帯 全員が 60歳以上の世帯 

又は 60 歳以上と 18 歳

未満のみの世帯 

住民票の写し（入居を希望する者全員） 市役所、町役場

等 

③障がい者世

帯 

 

身体障がい者等の障が

い者がいる世帯 

 

身体障害者手帳の写し 

療育手帳の写し 

精神障害者保健福祉手帳の写し 

戦傷病者証明書又は戦傷病者手帳の写し 

市町が交付する障害福祉サービス受給者

証や地域相談支援受給者証の写し等 

県・市福祉事務

所長、身体障害

者更生相談所

長、知的障害者

更生相談所長、

保健所長、市役

所、町役場等 
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④引揚者世帯 永住帰国した中国残留

邦人等の世帯 

引揚者世帯証明書 県知事等 

⑤炭鉱離職者

世帯 

炭鉱会社を離職した者

がいる世帯 

炭鉱離職者証明書又は炭鉱離職者求職手

帳の写し 

雇用促進事業団

支部長又は公共

職業安定所長 

⑥ハンセン病

療養所入所者

等のいる世帯 

ハンセン病療養所入所

者等に対する補償金の

支給等に関する法律第

２条の規定によるハン

セン病療養所入所者等

がいる世帯 

国立ハンセン病療養所の長（廃止された

私立のハンセン病療養所に入所していた

者は厚生労働省健康局疾病対策課長）の

証明書 

国立ハンセン病

療養所又は厚生

労働省健康局疾

病対策課長 

⑦犯罪被害者

等世帯 

犯罪、交通事故により

害を被った者及びその

家族又は遺族による世

帯 

市営住宅入居申込に関する犯罪被害者等

の申告書等 

 

⑧公開抽選の

連続落選者 

直前連続３回の市営住

宅の募集の抽選すべて

に落選した者 

（抽選で落選した者が

死亡したとき、その落選

した申込書で「入居を希

望する者」となっていた

者の誰かが新たな申込

者となれば、同一人の連

続抽選落選とみなしま

す。） 

鈴鹿市市営住宅連続抽選落選者申告書  
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Ⅵ 家賃の決定方法 
入居者は毎年収入等を申告していただき、それに基づいて次年度の家賃を決定します。 

この収入申告を提出しない場合、当該住宅の最高家賃額（近隣の民間アパートと同額程度）とな

ります。また、入居後３年以上経過者で「収入超過者」と認定されると毎月収入超過者の家賃を

支払っていただくことになり、かつ、市営住宅の「明渡し努力義務」が発生します。 

  なお、入居後５年以上経過者で、最近２年間引き続き、国が定める額を超える収入がある場合

は「高額所得者」と認定されます。この場合、「市営住宅明渡請求」を行いますので、速やかに

市営住宅から退去してください。 

 

  

Ⅶ 入居に関する注意事項 

１ 入居が決定した場合には、住宅政策課の指定する日までに、家賃の３か月分を敷金として納

入していただきます。 

２ 家賃は毎月末までに当月分を納付してください。口座振替も可能です。家賃を滞納した場

合、市営住宅の明渡しと家賃の支払いを求め、名義人及び連帯保証人を裁判所に提訴しますの

でご注意ください。裁判となった場合には、滞納家賃のほか、市営住宅明渡し日までの損害賠

償金（近傍同種家賃の２倍相当額）等を名義人及び連帯保証人に負担していただきます。 

３ 家賃以外に次のような費用が必要となります。 

  (1) 水道・電気・ガス等の使用料 

  (2) 入居中に破損及び汚損した箇所の修繕費 

  (3) 汚水処理施設の汚物等の処理に関する費用（桜島団地） 

  (4) 階段灯・外灯・エレベーター等の電気代、共用水栓の水道代、集会所及びエレベーター

の維持管理費用等の共益費 

  (5) 自治会費等に類する費用 

  (6) その他、入居者が負担しなければならない費用 

４ 市営住宅の駐車スペースは、１部屋に１台分です。（軽自動車でも１台分です。） 

 なお、令和８年４月から駐車場使用料が有料になります。 

５ 台所湯沸器、居室の照明器具、ガスコンロ、エアコン、網戸及びカーテンレール等は入居者

の持ち込みとなっております。（潮風の街磯山のみ、網戸、及びカーテンレールが設置されて

います。）また、退去の際には入居者の負担で撤去していただきます。 

６ 入居住戸は前入居者退去後一般的な修繕を済ませてあり、入居にあたって入居指定日現在の

状況以上の修繕は行いません。 

７ 犬猫等のペット類の飼育はできません。ペット類の飼育が判明した場合は、市営住宅を明け

渡していただきますので注意してください。 

８ 原則として、親子間・兄弟姉妹間の入居承継はできません。 
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Ⅷ 市営住宅入居申込書 記入例 

市営住宅入居申込書 
 

申

込

者 

フリガナ スズカ   タロウ 生年月日 昭和 55 年１月１日 

氏名 鈴鹿  太郎  ＊３ 電話番号 059-382-1100 ＊４ 

現住所 
〒513-0801 

鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 スズカアパート 123 号室 ＊５ 

勤務先 
名称 株式会社スズカ ＊６ 電話番号 059-382-7616 ＊７ 

所在地 鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 ＊８ 

同

居

予

定

者 

続柄 

＊９ 

フリガナ 

生年月日 職業 
同居別居の

区分       氏名 ＊１０ 

妻 
スズカ ハナコ 

昭和 60 年 2 月 2 日 無職 
同居 

別居 鈴鹿 花子 

子 
スズカ イチロウ 

平成 17 年 3 月 3 日 学生 
同居 

別居 鈴鹿 一郎 

母 
スズカ ヨシコ 

昭和 25 年 7 月 7 日 無職 
同居 

別居 鈴鹿 良子 

  
  年  月  日  

同居 

別居  

現在住んでいる

住宅 

１ 持家 ２ 親又は兄弟の家 ３ 間借り ４ 社宅又は寮 

５ 借家又はアパート ６ その他（    ） ＊１１ 

上記のとおり相違ありませんので、必要書類を添えて、市営住宅の入居を申し込みます。 

     年  月  日 

（宛先）鈴鹿市長 

               申込者氏名    鈴鹿  太郎         

入居者資格に該当しない方又は記載に偽りがある場合は失格とします。 

以下は、記入しないでください。 

受付年月日 受付番号 公営住宅法に基づく月収 市税滞納 資格判定 

年  月  日  円 有 無 適 不適 

 

 

 

 

 

世帯区分 希望団地 優先 

一般    高齢 

身体障がい  単身 
〇〇団地 ＊１ 

有 （ ひとり親 高齢 障がい ） 

無  ＊２ 
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＊１ 募集団地の一覧表から希望する市営住宅の団地名及び世帯区分を記入してください。 

＊２ いずれかに○を付けてください。優先資格“有”の方は、資格を証する書面を必ず添

付してください。これがない場合は一般扱いとなります。 

※申込み資格要件に合わない場合は、仮当選しても失格となります。 

＊３ 申込者の氏名とフリガナを記入してください。 

＊４ 電話番号は緊急に連絡する場合がありますので、必ず記入してください。         

電話を所持していない場合は、電話連絡できる方の電話番号を必ず記入してくださ

い。なお、携帯電話でもかまいません。 

＊５ 住民票に記載の住所を記入してください。 

ここに記入された住所に通知等をしますので、正確に記入してください。 

＊６･７･８ 

現在の勤務先住所、自営を行っている場所等を記入してください。勤務していない場

合は、＊６の名称欄に「無職」と記入してください。 

＊９ 続柄は必ず記入してください。 

＊１０同居予定者全員の氏名、フリガナ、生年月日、職業を記入してください。 

＊１１該当する項目の番号に○を付け、記入箇所があれば記入してください。 

 

 



 

 

鈴鹿市市営住宅連続落選者申告書 

 
（宛先）鈴 鹿 市 長 

 

 

 

               申込者  住所                 

 

                    氏名                              

 

 
  募集年月 住宅団地名 申込者氏名 申込者の住所 抽選番号 判定 

 

１ 

 

      

不 適 

 

２ 

 

      

不 適 

 

３ 

 

      

不 適 

 

 注） 

   １ 太線の中だけを記入してください。 

   ２ この連続落選申告書を提出すると、当選率を引き上げるための優遇措置 

    を受けることができます。 

   ３ 申請者の住所、氏名欄は、以前の申請者と異なる場合のみ記入して下さい。 

   ４ 詳細は、１０ページを参照して下さい



 

 

 

第１号様式（第２条関係） 

 

市営住宅入居申込書 

 
  

申

込

者 

フリガナ  生年月日 年  月  日 

氏名  電話番号  

現住所 

〒   － 

勤務先 
名称  電話番号  

所在地  

同

居

予

定

者 

続柄 
フリガナ 

生年月日 職業 
同居別居の

区分 氏名 

    

 年  月  日  
同居 

別居  

   

  年  月  日  
同居 

別居  

     

年  月  日  
同居 

別居  

    

 年  月  日  
同居 

別居  

現在住んでいる

住宅 

１ 持家 ２ 親又は兄弟の家 ３ 間借り ４ 社宅又は寮 

５ 借家又はアパート ６ その他（    ） 

上記のとおり相違ありませんので、必要書類を添えて、市営住宅の入居を申し込みます。 

     年  月  日 

（宛先）鈴鹿市長 

               申込者氏名                      

入居者資格に該当しない方又は記載に偽りがある場合は失格とします。 

以下は、記入しないでください。 

受付年月日 受付番号 公営住宅法に基づく月収 市税滞納 資格判定 

年  月  日  円 有 無 適 不適 

世帯区分 希望団地 優先 

一般    高齢 

身体障がい  単身 

 有 （ ひとり親 高齢 障がい 落選） 

無 



 

同 意 書 
Consentimento 

ASENTIMIENTO 

 

 市営住宅を申し込むにあたり、入居資格審査における、入居申込者及び同居予定者の  

世帯状況・市税納付状況、また「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 

第２条第１項第６号に規定する暴力団員でないことの調査(三重県警察本部等へ照会）に 
同意いたします。 

 

ara a avaliação da qualificaçãopara morar no conjunto habitacional municipal, estou de 

acordo com a investigação da situação familiar e de pagamento de imposto. E também, com 

base na “lei relacionada a prevenção de comportamentos irregulares de gangues”, a 

averiguação de participação em gangues (pela sede da polícia da província de Mie).  

 

Concuerdo en las investigaciones para la calificación de la entrada en el apartamento 

municipal; investigaciones como verificar el estado familiar, el pago de los impuestos 

municipales tanto del solicitante como de los inscritos respectivamente y la investigación  

de no ser miembros de mafia (por la petición de investigación a la comisaría de Mie-ken) 

debido a la ley de “la prevención contra la injusticia por los mafiosos”, nº 6 del punto 1 del 

artículo 2. 

                    

                         年   月   日 

      

住 所（Endereço）（Dirección actual） 

 

                                     

 

申込者（solicitante）(Nombre del solicitante） 

氏 名 

（Nome） 
（Nombre de solicitante）                               

 

 同居予定者（coabitantes）（Nombre de cohabitantes） 

氏 名                          
（Nome） 
（Nombre de la familia）                                

氏 名                         
（Nome） 
（Nombre de la familia）                                

氏 名                          
（Nome） 
（Nombre de la familia）                                

氏 名                          
（Nome） 
（Nombre de la familia）                                



 

    年  月  日 

（宛先）鈴鹿市長 

申告者 住所 

氏名             

電話番号 

 

市営住宅入居申込に関する犯罪被害者等の申告書 

 

犯罪被害者等であることについて、下記のとおり申告します。 

記 

〇 犯罪被害者等である状況を以下に具体的に記載してください。 

  

 

 

 

 


